
「ヒト受精胚の作成を行う生殖補助医療研究に関する倫理指針」

に基づく審査の流れ [ 現行 ]

研究責任者

会長

ヒト胚研究に関する審査専門委員会

科学技術部会

倫理審査委員会

⑥意見聴取

⑦意見提出

⑤了解の
求め

⑧了解

③意見聴取

④意見提出⑬了承

⑨申請

⑩諮問

付議

※委員会から部会に審査結果を報告

※文部科学省科学技術・学術審議会生命倫理・安全部会
の下に設置された委員会と合同で審査

提供機関

研究実施機関

国（厚生労働省・文部科学省）

厚生労働大臣

厚生科学審議会

②計画の申請

①研究計画書の作成

提供機関の長

研究実施機関の長 倫理審査委員会

⑫確認

⑪答申

報告

※委員会で審議することを了承

ヒト受精胚の作成を行う生殖補助医療研究に係る
審査手続きの変更について（案）

＜新しい手続き＞

変更の目的：
ヒト受精胚の作成を行う生殖補助医療研究に

係る審査の迅速化・効率化

変更のメリット：

部会の審議を経ずに、専門委員会の審議に入る
ことが可能

科学技術部会長の了解が得られれば、ヒト
胚研究に関する審査専門委員会での審議
を先行

（注：最初の部会においては、専門委員会
の審議経過とともに、申請内容の概略等＊

を報告する。）

＊部会への報告内容の例
・申請内容の概略
・専門委員会での審議の経過

等
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